
総 行 住 第 ６ 号

平成２４年１月２０日

各 都 道 府 県 知 事 殿

総務省自治行政局長

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、住民基本台

帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令等について（通知）

住民基本台帳法の一部を改正する法律 平成２１年法律第７７号 以下 改正法 とい（ 。 「 」

う ）は、平成２１年７月１５日をもって公布されましたが、本日、住民基本台帳法の一。

部を改正する法律の施行期日を定める政令 平成２４年政令第３号 が公布され 同法の（ ） 、

住民基本台帳カードに係る規定等の施行期日が平成２４年７月９日と定められました。

また 併せて 本日 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政、 、 、

令 平成２４年政令第４号 及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令の一部を（ ）

改正する省令 平成２４年総務省令第４号 が公布され 外国人住民の特例等に関する事（ ） 、

項等が定められるとともに、公布の日から施行されております。

貴職におかれては これら政令及び省令に関し 下記事項に御留意の上 貴都道府県内、 、 、

の市区町村に対して周知願います。

なお 今回の改正に伴う住民基本台帳事務処理要領 昭和４２年自治振第１５０号等自、 （

治省行政局長等から各都道府県知事あて通知 の一部改正については 別途通知いたしま） 、

す。

記

第１ 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令関係

住民基本台帳法の一部を改正する法律の住民基本台帳カードに係る規定等の施行期日

を平成２４年７月９日としたこと。

第２ 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令関係

１ 外国人住民の特例等に関する事項

( ) 日本の国籍の取得又は喪失の場合において、住民票の記載及び消除を行うもの1

とすること （改正後の住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下。

「令」という ）第８条の２関係）。

( ) 日本の国籍の取得又は喪失の場合において、住民票の消除がされたときは、住2

民基本台帳カードが失効しないものとすること （令第３０条の２０関係）。



( ) 通称並びに通称の記載及び削除に関する事項を外国人住民に係る住民票の記載3

事項とすること （令第３０条の２５関係）。

( ) 外国人住民の通称に関し、住民票への記載等の手続に係る規定を設ける等、所4

要の改正を行うものとすること （令第３０条の２６関係）。

( ) 外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項に関し、住民票への記載の手続5

に係る規定を設ける等、所要の改正を行うものとすること （令第３０条の２７関。

係）

( ) 外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知は、電気6

通信回線を通じて送信する方法等により行うものとすること （令第３０条の３１。

関係）

( ) その他所要の規定の整備を行うものとすること。7

２ 政令で定める日に関する事項

( ) 改正法附則第３条第１項の政令で定める日を平成２４年５月７日とすること。1

（改正後の住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令（平成２２年政令第２５

３号。以下「改正令」という ）附則第１条の２関係）。

( ) 改正法附則第９条の政令で定める日を平成２５年７月７日とすること （改正令2 。

附則第７条の２関係）

( ) その他所要の規定の整備を行うものとすること。3

３ その他の事項

( ) 令の規定の適用について、指定都市の特例を定めるものとすること （令第３２1 。

条関係）

( ) その他所要の規定の整備を行うものとすること。2

４ 施行期日に関する事項

この政令は、公布の日から施行するものとすること。

第３ 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令関係

１ 外国人住民の特例に関する事項

( ) 外国人住民に係る住民票の通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項を規定1

するものとすること （改正後の住民基本台帳法施行規則（平成１１年自治省令第。

３５号。以下「規則」という ）第４５条関係）。

( ) 外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合における規則の規定の適2

用について、必要な読替えを行うものとすること （規則第４６条関係）。

( ) その他所要の規定の整備を行うものとすること。3

２ 施行期日に関する事項

この省令は、公布の日から施行するものとすること。

第４ その他

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定

める政令（平成２３年政令第４１９号）が平成２３年１２月２６日に公布され、

改正法附則第１条第１号に定める施行日は、平成２４年７月９日とされたこと。




